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玄海町産業立地促進条例施行規則 

平成２０年１２月１８日規則第１９号 

改正 平成２４年７月３日規則第１５号 

令和元年７月２日規則第１１号 

令和５年１１月２８日規則第２６号 

（趣旨） 

第１条 この規則は、玄海町産業立地促進条例（平成２０年玄海町条例第２３号。

以下「条例」という。）の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 条例に定めるもののほか、この規則において、次の各号に掲げる用語の

意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 

(1) 事業の開始 事業者が事業所の用として、土地の利用を開始又は既に事

業を継続していることをいい、事業の開始の日とは、条例第５条に規定する

事業者から提出される指定企業事業開始届出書に記載されている事業開始

日をいう。 

(2) 敷地面積 工場等の用に供される土地の全面積をいう。 

(3) 建築面積 工場等敷地面積における建築物（建築基準法（昭和２５年法

律第２０１号）第２条第１号に掲げる工作物をいう。）の建築面積の全面積

をいう。 

(4) 新規雇用 奨励措置等を受けた者が、事業所の事業開始の日において、

常時使用する従業員（雇用保険法（昭和４９年法律第１１６号）第４条第１

項の被保険者に限る。）として雇用することをいう。 

(5) 投下固定資産総額 設置する事業所に対して課される固定資産税の算定

基礎となる評価額の合計額をいう。 

（奨励措置の内容） 

第３条 条例第４条第２項に規定する奨励措置の内容は、次の各号に定めるとこ

ろによる。 
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(1) 企業立地奨励金 指定企業が事業所の用に供するため取得した土地、家

屋及び償却資産に賦課される固定資産税に相当する額を、事業開始後最初に

課税される年度から起算して５年間交付することができる。 

(2) 雇用促進奨励金 指定企業が事業所において、新規雇用した者のうち次

条で定める要件に該当する者の数に、５０万円を乗じて得た額（限度額は１，

０００万円）を１回交付することができる。 

(3) 事業所立地奨励金 指定企業が事業所の用に供するため取得した土地、

家屋及び償却資産（以下「固定資産」という。）の額に２分の１を乗じて得

た額（限度額は５，０００万円）を１回交付することができる。ただし、本

奨励金以外の補助金等を活用している場合は、その補助金等の額について上

記で算出した額から除く。 

(4) 操業支援奨励金 指定企業が事業用に支払った光熱費の一部に２分の１

を乗じて得た額（限度額は１会計年度あたり３，５００万円）を３年間交付

することができる。ただし、本奨励金以外の補助金等を活用している場合は、

その補助金等の金額について、本奨励金の対象経費から除く。 

２ 前項に規定する奨励金の額に１，０００円未満の端数が生じたときは、その

端数を切り捨てた額とする。 

（奨励措置の要件） 

第４条 前条に規定する奨励措置の要件は、次の各号に定めるところによる。 

(1) 企業立地奨励金 

ア 事業所の事業開始に伴う投下固定資産総額が２，０００万円以上である

こと。 

イ 新設又は増設した事業所の事業開始に伴う投下固定資産総額が２，００

０万円以上であること。 

(2) 雇用促進奨励金 指定企業の指定を受けた事業者が事業所において事業

を開始する日以前から町内に居住し、住民基本台帳法（昭和４２年法律第８

１号）の規定による住民基本台帳に記録されている者を、事業開始の日から
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１年以上継続して雇用していること。 

(3) 事業所立地奨励金 

ア 事業所の事業開始に伴う取得した固定資産に係る費用の総額が２，００

０万円以上であること。 

イ 新設又は増設した事業所の事業開始に伴う取得した固定資産に係る費

用の総額が２，０００万円以上であること。 

（指定要件の内容） 

第５条 条例第５条に規定する指定の要件は同条に定めるもののほか、次の各号

のいずれにも該当する事業者であることとする。 

(1) 事業開始に伴い、開始する日以前から町内に居住し、住民基本台帳法の

規定による住民基本台帳に記録されている者の３人以上の新規雇用がある

こと。 

(2) 統計法（平成１９年法律第５３号）第２条第９項に規定する統計基準で

ある日本標準産業分類に掲げる産業のうち、別表第１に定める業種に属する

事業を主たる事業として営む者であること。 

（指定申請） 

第６条 条例第６条の規定による申請は、奨励措置等指定申請書（様式第１号）

に次に掲げる書類を添付して行うものとする。 

(1) 法人登記事項証明書 

(2) 定款又はこれに準ずるもの 

(3) 土地売買契約書又は土地賃貸借契約書の写し 

(4) 建築基準法第６条第１項に規定する確認済証の写し 

(5) 事業所の位置図及び配置図 

(6) 労働基準法（昭和２２年法律第４９号）第１０７条第１項に規定する労

働者名簿 

(7) その他町長が必要と認める書類 

２ 町長は、必要がないと認めるときは、前項各号に掲げる書類を省略させるこ
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とができる。 

（指定書の交付） 

第７条 町長は、条例第６条第２項の規定により奨励措置等の指定を行ったとき

は、奨励措置等指定書（様式第２号）を申請事業者に交付するものとする。 

（事業開始の届出） 

第８条 条例第６条第３項の規定による届出は、指定企業事業開始届出書（様式

第３号）に次に掲げる書類を添付して行うものとする。 

(1) 建物登記事項証明書 

(2) 事業所の平面図 

(3) 投下固定資産明細書 

２ 町長は、必要がないと認めるときは、前項各号に掲げる書類を省略すること

ができる。 

（交付申請） 

第９条 条例第７条第１項の規定による申請は、奨励金交付申請書（様式第４号）

により行うものとする。 

２ 前項に規定する申請書の申請期間及び当該申請書に添付する書類は、別表第

２のとおりとする。 

（交付決定の通知） 

第１０条 町長は、条例第７条第２項の規定により奨励金の交付を行うときは、

奨励金交付決定通知書（様式第５号）を事業者に交付するものとする。 

（奨励金の請求） 

第１１条 事業者は、前条に規定する通知書の交付を受けたときは、遅滞なく奨

励金交付請求書（様式第６号）を町長に提出しなければならない。 

２ 町長は、前項に規定する請求があったときは、遅滞なく当該請求に係る奨励

金を事業者に交付するものとする。 

（内容変更等の届出） 

第１２条 条例第８条第１号の規定による届出は、奨励措置等指定申請内容変更
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届出書（様式第７号）により、同条第２号の規定による届出は、事業休止・廃

止届出書（様式第８号）により行うものとする。 

２ 第３条第１項の規定による奨励金に変更があった場合は、奨励金変更届出書

（様式第９号）により行うものとする。 

（地位の承継） 

第１３条 条例第９条の規定により指定企業の事業を承継した事業者は、奨励措

置等指定承継申請書（様式第１０号）に次に掲げる書類を添付して、町長に届

出なければならない。 

(1) 承継の事実を証する書類 

(2) その他町長が必要と認める書類 

２ 町長は、前項の規定による届出を承認したときは、奨励措置等指定承継承認

通知書（様式第１１号）を事業者に交付するものとする。 

（指定の取消し） 

第１４条 町長は、条例第１０条の規定により奨励措置等の指定を取り消すとき

は、奨励措置等指定取消通知書（様式第１２号）を当該指定企業に通知するも

のとする。 

（奨励金の返還等） 

第１５条 町長は、条例第１０条の規定により、奨励金の交付決定を取り消すと

きは、奨励金交付決定取消通知書（様式第１３号）を、奨励金の返還を命ずる

ときは奨励金返還命令書（様式第１４号）を当該指定企業に通知することがで

きる。 

２ 町長は、条例第８条第１項の規定による奨励金変更届出書が提出されたとき

は、奨励金を追加、又は返還させることができる。 

（その他） 

第１６条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。 

附 則 

この規則は、平成２１年４月１日から施行する。 
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附 則（平成２４年７月３日規則第１５号） 

この規則は、平成２４年７月９日から施行する。 

附 則（令和元年７月２日規則第１１号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（令和５年１１月２８日規則第２６号） 

 （施行日） 

１ この規則は、令和６年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この規則の施行の日前に、玄海町産業立地促進条例第６条第２項の規定によ

り奨励措置の指定を受けた事業者については、なお従前の例による。 

別表第１（第５条関係） 

大分類 中分類 小分類 

農業   

漁業   

建設業   

製造業   

電気・ガス・熱供給・水道業 (1)電気業 

(2)ガス業 

(3)熱供給業 

 

情報通信業 (1)通信業 

(2)情報サービス業 

(3)インターネット付随サー

ビス業 

(4)映像・音声・文字情報制

作業 

 

(1)放送業 (1)民間放送業 

(2)有線放送業 
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運輸業、郵便業 (1)鉄道業 

(2)道路旅客運送業 

(3)道路貨物運送業 

(4)水運業 

(5)航空運輸業 

(6)倉庫業 

(7)運輸に附帯するサービス

業 

 

卸売業、小売業   

金融業、保険業 (1)銀行業 

(2)協同組織金融業 

(3)金融商品取引業、商品先

物取引業 

(4)補助的金融業等 

(5)保険業（保険媒介代理業、

保険サービス業を含む） 

 

不動産業、物品賃貸業   

学術研究、専門・技術サービス

業 

  

宿泊業、飲食サービス業   

生活関連サービス業、娯楽業 (1)洗濯・理容・美容・浴場

業 

(2)その他の生活関連サービ

ス業 

 

(1)娯楽業 (1)映画館 

(2)興行場、興行団 

(3)スポーツ施設提
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供業 

(4)公園、遊園地 

(5)その他の娯楽業 

教育、学習支援業 (1)その他の教育、学習支援

業 

 

医療、福祉   

複合サービス事業 (1)協同組合（他に分類され

ないもの） 

 

サービス業（他に分類されない

もの） 

(1)廃棄物処理業 

(2)自動車整備業 

(3)機械等修理業 

(4)職業紹介・労働者派遣業 

(5)その他の事業サービス業 

(6)その他のサービス業 

 

備考 

(1) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和23年法律第122

号）第2条第1項に規定する風俗営業又は同条第5項に規定する性風俗関連特殊

営業に該当する産業を除く。 

(2) 宗教活動又は政治活動を目的とする産業を除く。 

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成3年法律第77号）第

2条第2号に規定する暴力団その他反社会的団体又はそれらに関連すると認め

られる者が関与していると認められる産業を除く。 

別表第２（第６条関係） 

奨励金の種類 申請期間 添付書類 

企業立地奨励金 各年度における固定資

産税の最終納期限日か

ら3月以内の期間 

(1) 各年度における固定資産税の

納税証明書 

(2) 新規雇用した者の雇用保険被
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保険者証の写し 

(3) その他町長が必要と認める書

類 

雇用促進奨励金 事業開始の日から起算

して1年を経過した日

から3月以内の期間 

(1) 新規雇用した者の住民票の写

し 

(2) 新規雇用した者の雇用保険被

保険者証の写し 

(3) その他町長が必要と認める書

類 

事業所立地奨励金 事業開始の日から起算

して3月以内の期間 

(1) 新規雇用した者の住民票の写  

 し 

(2) 新規雇用した者の雇用保険被 

保険証の写し 

(3) 固定資産取得額の領収書の写 

 し 

(4) その他町長が必要と認める書 

 類 

操業支援奨励金 各年度9月1日から9月

30日まで又は3月1日か

ら3月31日まで 

(1) 新規雇用した者の住民票の写 

 し 

(2) 新規雇用した者の雇用保険被 

保険者証の写し 

(3) 電気料金の領収書の写し 

(4) その他町長が必要と認める書 

 類 

 


